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対象を限定することなく、誰もが地域の中で、人生の最期まで自分らしい
生活を送ることができる「地域共生型社会システム」の構築を目指し、地域
福祉の推進に資する取組を総合的かつ効果的に推進する

目 的

位置づけ ・社会福祉法第１０７条に定める地域福祉計画
・福祉分野の基盤となる計画に位置付け

期 間 令和２年度から７年度までの６か年

基本理念

基本目標
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ボランティアコーディネーターが把握した地域の
困りごとをボランティアや地縁組織などにつな
ぎ、困りごとの解決を図ります。
また、ボランティアセンター全体で情報を共有
することで、企業、中間支援組織などにも情
報を提供し、多面的に困りごとへのアプローチ
ができるようにします。

●ボランティアセンターの取組
・ボランティア養成講座
・ボランティア活動者と相談者のマッチング
・ボランティア情報の発信
・ボランティア団体のネットワーク構築

＜指標の推移＞
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＜指標の推移＞

●豊田市の相談支援体制

・旧市内支所の「福祉の相談窓
口」及び福祉総合相談課において、
総合相談窓口として相談対応及
び支援先につなげる包括的相談支
援を実施。支所窓口での困難ケー
スは、タブレット等を活用し、その場
で庁内WEBシステムで本庁の専門
部署とつなぎ、直接相談支援でき
る体制を整備。

・複雑化・複合化した困りごとにつ
いて、福祉部・子ども部・保健部・教
育委員会など部局を超えて支援機
関を招集、支援検討を行う多機関
協働（重層的支援会議）にて支
援を進めている。
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１ 第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画とは

意思疎通の円滑化に関する条例制定やコミュニケーション支援ツールの作成、成年後見制度の啓発・相談
対応、自治区等と連携した避難行動要支援者対策のモデル実施など要配慮者への支援を進めている。

●「地域共生社会の実現に向けた
相互理解の促進及び意思疎通
の円滑化に関する条例」を制定

●４自治区とモデル実施を推進

●各種研修会での啓発や市民後見人
養成講座による人材育成を実施

（成年後見制度相談者数271人/R3）
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＜指標の推移＞

●地域福祉活動実践の手引書の活用
地域福祉活動に参加してみたい人、現在

活動していて課題を抱えている人が活用でき
るような、市内の先進事例などを掲載した手
引書を作成し、活用を図る。

●小中学生などを対象とした福祉実践教室
の充実

市内の小中学生や高校生を対象に、福
祉に関する興味・関心を育む福祉実践教室
を開催。体験を中心としたプログラムに加え、
障がいのある人や高齢者などと交流するプログ
ラムを実施。

●とよた市民福祉大学の推進
「福祉入門コース」「家庭介護コース」から

成る、とよた市民福祉大学を地域福祉活動
のはじめの一歩になるよう実施。地域ごとの課
題解決につながるよう、修了生の活動を支援。
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・高校での介護の仕事説明会による新たな担い手候補への啓発をはじめ、現役世代に対する介護の仕事セミナー
＆相談会の開催、ヘルパートライ講座等による有資格者の掘り起こし、バンドン市との連携はじめ外国人材の受入
支援、現任介護職員のキャリアアップ研修等による専門人材の育成を進めている。

・事業所の体制強化に向け、共同事業の先進事例の紹介や負担軽減・生産性向上に資する補助金やセミナー情
報の提供を実施。

＜指標の推移＞
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＜指標の推移＞

・認知症カフェ、子ども食堂等子どもの居場所づくり、地域ふれあいサロンなどの開設・運営やお助け隊の活動を
支援。ネットワーク交流会や情報交換会などでコロナ禍の活動の工夫を共有することで、少しずつ活動を再開
した団体が増えてきている。
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・地域福祉を推進する要である
社協本体の体制強化を図ると
ともに、「福祉の窓口」設置によ
る身近な地域での見守り・居
場所づくり支援、介護サービス
機関連絡協議会はじめ多くの
多者共働の場づくりによるネッ
トワークの強化を実施。

・就労支援施設と連携し、高
齢者や障がい者の就労・活躍
の機会の創出するとともに、すぐ
に企業等で働くことが難しい生
活困窮者など福祉的な支援が
必要な人で、既存の枠組みで
は対応できない場合に、対象
者に合った支援の創出・提供
する仕組みを構築。
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２ 社会情勢等の変化

孤独・孤立（ひきこもり）

＜現状＞
・職場・家庭・地域で人々が関わり合い支え合う機会の減少
・新型コロナ感染拡大を契機に交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等
※R2年 自殺者21,081人（912人増）、DV相談19万0,030件（1.6倍）、児童虐待相談20万5,029件（1万1,249件増）

⇒ 本市においてもR5年度に自殺対策計画を見直し予定

社会に内在していた
孤独・孤立問題が
顕在化・深刻化

①支援を求める声を上げやすい社会の構築 ②状況に合わせた切れ目のない相談支援
・情報発信、声を上げやすい環境整備 ・相談支援体制の整備 ・人材育成等の支援

③見守り・居場所づくりと「つながり」を実感できる地域づくり ④NPO等の活動支援と連携強化
・居場所の確保 ・アウトリーチ型支援 ・包括支援体制の整備 ・NPO等の活動支援 ・PFの形成支援

R3.12 国「孤独・孤立対策の重点計画」基本方針
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＜政府実態調査 2022年４月公表＞
全国の満16歳以上の個人 11,867人/2万人【有効回答率59.3％】

【結果概要】
・孤独感が「しばしばある・常にある」4.5％、「時々ある」14.5％、「たまにある」17.4％
「ほとんどない」38.9％、「決してない」23.7％

・「30歳代」が最も高く7.9％。一方、最も低いのは「70歳代」1.8％。
男女ともに「30歳代」が最も高く、男性8.3％、女性7.3％。最も低いのは「70歳代」で男性2.1％、女性1.5％

・その状況に至る前に経験した出来事としては、「一人暮らし」、「転校・転職・離職・退職（失業を除く）」、「家族
との死別」、「心身の重大なトラブル（病気・怪我等）」、「人間関係による重大なトラブル（いじめ・ハラスメント等
を含む）」を選択した人が多い

・社会的交流について、同居していない家族や友人たちと直接会って話すことが全くない人の割合が11.2％
・社会参加について、特に参加していない人の割合が53.2％
・社会的サポート（他者からの支援）について、支援を受けていない人の割合が89.2％



２ 社会情勢等の変化

ヤングケアラー

＜調査結果から抽出された課題＞
・ヤングケアラーという言葉や問題の認知度が低く、相談につながらない
・家族のことは話したくないため、相談したことがある子どもの割合が低い
・家庭内の問題として表面化しにくく、支援が届いていない家庭が多い
・当事者の集いの場や使える時間、学習サポートを希望する子どもが多い

①社会的認知度の向上 ②関係機関の連携
・子ども自身の権利擁護として周知 ・重層的支援体制推進事業を活用

③早期発見・把握 ④適切な支援
・アセスメントシート等発見ツールの作成・活用 ・適切な制度の紹介や活用、居場所、制度の拡充

＜支援の方向性＞
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＜ヤングケアラーとは＞
一般的に本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱え、
子どもの権利（安心して健康に生きる権利、教育を受ける権利、子どもらしく過ごせる権利）が侵害されている
１８歳未満の子ども

＜愛知県実態調査 2022年３月公表＞
県内公立小中高（2割）の小５、中２、高２が回答 30,597人/37,728人【回答率81.1%】

【結果概要】
・家族の世話をしている 小5:16.7%、中２:11.3％、高2:7.1％
・やりたいけどできていないこと 自分の時間がとれない、睡眠が十分にとれない、勉強する時間がとれない
・自身が「ヤングケアラー」にあてはまると思うか－あてはまる 小5:2.9%、中２:2.2％、高2:1.7％
・「ヤングケアラー」という言葉を聞いたことがあるか－聞いたことがない 小5:74.4%、中２:69.9％、高2:66.1％

発見そのものが
難しい状況



◆参考 豊田市の支援体制

豊田市の支援体制
（重層的支援体制推進事業）

○包括的相談支援
（各支所の「福祉の相談窓口」など身近な
地域で相談を受け、適切につなぐ）

○多機関協働
（複合的な課題に対しては、関係機関を
集めた重層的支援会議にて適切な支援
策を検討）

○アウトリーチ等を通じた継続的支援
（訪問支援）

○参加支援
（社会参加を促進するため、地域資源と
マッチング。既存の支援がない場合は新
サービスを創出）

○地域づくり
（全世代向けの居場所づくりを支援）

包括的な相談支援体制の構築により、
支援を必要とする人を適切な支援機関
につなぐ、多機関連携による支援体制
は整いつつある 15



３ 前期実績、社会情勢から浮かび上がった課題
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包括的な相談支援体制の構築により、支援を必要とする人を適切な支援機関につなぐ、多機関
連携により支援する体制は整いつつある

一方で、新たに顕在化してきた孤独・孤立（ひきこもり）、ヤングケアラーなど社会的認知度が低
かったり、表面化しづらく、発見そのものが難しいケースもある

2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、医療・介護をはじめとした社会保障費
の急増や地域福祉の担い手である人材の不足が懸念される

課題１ 発見、声を上げやすい環境の整備

課題２ 地域の支え合い、担い手が不足することが懸念される



＜提案いただきたいこと（諮問内容）＞

①地域で支援対象者を発見するアイデア・手法
※対象者を発見できれば、様々な機関との連携や制度を活用して支援につなげることが

できるが、孤独・孤立、ヤングケアラーなど対象者を「発見」することが難しいケースもある

②「地域の支え合いを推進する」「地域福祉の担い手を創出する」アイデア・手法

４ 提案いただきたいこと（諮問内容）

＜提案にあたってのポイント・キーワード＞

○負担感なく（日常生活の中で）、気軽に、できる範囲で ⇒ つながり、共感（目線合わせ）

○社会参加=自身の介護予防 ○つながり ⇒ 声を上げやすい ⇒ 発見

○自身を支援対象者に置き換えた場合、どうしてほしい

＜提案方法＞

上記２つの諮問に対し、次のいずれの目線でもかまいません。提案をお願いします。

・自分たちの地域で実際に行いたいこと、行うことができそうなこと

・市内各地域で行うことができそうなこと

・行政や支援機関に支援してほしいこと
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■MEMO
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◆参考 アンケートから見る市民・活動者の意識（H30調査）
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